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杉並区清掃事業運営支援業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

  

１ 目的 

杉並区では、ごみの収集運搬業務を効率的・効果的に実施するため、収集ルートの自

動作成やごみ収集車へのタブレット配備などを一体的なシステムとして導入する清掃事

業運営支援業務を、民間事業者に委託することとします。 

本要領は、受託事業者の選定にあたり、業務の適切な支援が確保されるよう、事業者

の経営状況、他自治体での受託実績、提案内容などを総合的に評価し、最も適切に業務

を遂行することができる事業者をプロポーザル方式（公募型）により選定します。 

   

２ 業務の概要 

（１）業務名 

   清掃事業運営支援システム導入及び運用保守業務 

（２）業務内容 

   別紙１「業務説明書」のとおり。 

（３）履行期間 

契約締結の翌日から令和８年３月 31 日まで 

ただし、区が実施するモニタリング（履行評価）の結果等により業務が適切に行わ

れていると区が判断する場合、契約期間を１年間単位で、最大５回まで更新できるも

のとします。 

（４）事業規模（令和７年度、上限額） 

   １１，２２３，０００円（税込） 

 (５）運用開始予定日  

   令和７年 10月１日 

 

３ 参加資格 

 次の条件を全て満たしていること。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当していない

こと。 

（２）杉並区競争入札参加有資格者指名停止に関する要綱（平成 22年 3月 23日杉並第 65476

号）に定める指名停止要件に該当していないこと。 

（３）杉並区契約における暴力団等排除措置要綱（平成 23 年１月 17 日杉並第 53890 号）

に定める除外措置要件に該当していないこと。 

（４）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続き開始の申立て又は民事再 

  生法（平成 11年法律第 225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこ

と。 

（５）法人税、法人事業税及び地方法人特別税、消費税及び地方消費税を完納しているこ
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と。ただし、新型コロナウイルス感染症等の影響により納税の特例猶予を受けている

場合はその旨を証する書類（「納税の猶予許可通知書」又は「納税証明書（その１）」

など ）を提出すること。 

（６）ISO27001( ISMS 認証）又はプライバシーマークを取得していること。 

（７）国、他自治体の官公庁又は民間企業において、当該業務又は同様の業務の契約履行実績

があること。 

（８）杉並区競争入札参加資格者名簿に登録されていること。  

 

４ 実施手順 

公募から受託者候補者選定までの実施手順（概要）は以下のとおり。 

  

 

５ 実施要領の内容についての質問の提出及び回答 

（１）提出方法 

様式３「質問書」に質問内容を記載のうえ、ＦＡＸまたは E-mailにより提出してく

ださい。電話での質問及び回答に対する再質問には応じません。電子メールによる提

出の場合は、件名を「杉並区清掃事業運営支援業務委託公募型プロポーザル質問【事

業者名】」としてください。 

内  容 期  間  等 

実施要領の公表 令和７年５月 21日（水） 

企画提案書等提出期限 
令和７年５月 21日（水）から 

令和７年６月 10日（火）午後５時まで 

質問受付期間 

令和７年５月 21日（水）から 

令和７年５月 27日（火）午後５時まで 

※質問及び回答は、令和７年６月２日（月）までに、区公式ホーム

ページ上で一括して公開します。 

第一次審査 

（書類審査） 

令和７年６月 24日（火） 

※第二次審査の対象となる受諾者候補者を選定します（２～３事業

者程度）。 

※第一次審査結果は令和７年６月 25日（水）に発送予定。 

第二次審査 

（プレゼンテーショ

ン・ヒアリング審査） 

令和７年７月 16日（水）時間未定 

※杉並区役所本庁舎（阿佐谷南 1-15-1）会議室において、プレゼン

テーション 20分、ヒアリング 25分実施予定 

受託者候補者選定結果

の通知 

令和７年７月下旬 

※第二次審査参加者全員に結果を通知します。 

※７月下旬以降区公式ホームページ上でも公開します。 
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（２）提出先 

下記「12 担当（問合せ先）」に同じ。 

（３）提出期限 

令和７年５月 27日（火）午後５時 

（４）回答 

回答は、質問とともに同年６月２日（月）までに杉並区公式ホームページ上で公開

します。 

https://www.city.suginami.tokyo.jp/nyusatsu/proposal/index.html 

 

６ 企画提案書等の提出 

（１）提出書類・提出部数 

提出書類は、別紙２「提出書類一覧」を参照してください。また作成方法について 

    は、別紙３「提出書類作成要領」を参照してください。 

（２）提出方法 

持参又は郵送（書留郵便に限る）により提出してください。持参する場合は、あら

かじめ担当まで連絡してください。 

（３）提出先 

下記「12 担当（問合せ先）」に同じ。 

（４）提出期限 

令和７年６月 10日（火）午後５時（必着） 

※持参、郵送を問いませんが、未着、遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提

出として取り扱います。 

 

７ 企画提案書概要版の提出 

企画提案書の提出と併せて、企画提案書の概要版（電子データ）を電子メールで提出

してください。審査プロセスの透明化を図る観点から、受託者候補者選定後、応募事業

者全者の概要版を選定結果と合わせて区公式ホームページで公表します。 

概要資料の書式は任意としますが、企画提案書の評価項目に当たる部分について記載

することとし、最低限以下の項目を盛り込んだ上で１ ～２枚程度にまとめることを基本

とします。ただし、事業者名やノウハウの記載については任意とします。 

（１）内容 

①受託業務に対する考え方（取組姿勢）・提案内容の全体像 

    ②企画提案書に記載する以下の項目 

・システムの導入 

・システムの運用保守 

③提案によって期待される効果 

④件名 
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電子メールの件名は「杉並区清掃事業運営支援業務委託公募型プロポーザル企

画提案書概要版【事業者名】」としてください。 

（２）提出先（宛先） 

「12 担当（問合せ先）」に記載の E-mailアドレスに送信 

（３）提出期限 

令和７年６月 10日（木）午後５時必着 

※未着・遅延等の場合は、原因の如何を問わず、未提出として取り扱います。 

 

８ 受託者候補者の選定手順 

杉並区清掃事業運営支援業務委託受託者候補者選定会議（以下「選定会議」とします。）

において、企画提案書等の提出された書類及びヒアリングの内容を審査し、本業務にお

いて最も適していると認められる参加事業者を受諾者候補者に選定します。 

ただし、選定会議で審査した結果、一定の点数に満たない参加事業者については、契

約の相手方の候補者とはいたしません。 

また、「２業務の概要（４）」の事業規模を超える提案を行った参加事業者は、審査対

象になりません。 

（１）評価基準 

① 経営状況等に対する評価基準  

評価項目 内容 

経営状況 経営状況は良好か 

業務実績 同様又は類似の業務実績があるか 

区内業者 区内業者であるか 

       

② 社会的責任に対する評価基準 

評価項目 内容 

社会的責任 

 法令遵守、社会貢献、環境問題、男女共同参画やワ

ーク・ライフ・バランスなどに関する取組を行ってい

るか 

国際規格 ISO/ISO27001又はプライバシーマークの付与

を受けているか 

 

③ 企画提案に対する評価基準 

評価項目 内容 

業務の理解度 業務内容を適切に理解しているか 

業務に対する取組姿勢 業務に対する取組は適切で、意欲があるか 



5 

システムの導入 

操作性や視認性等、利用者が使いやすいシステムか 

システムの拡張性・柔軟性は十分か 

システムの運用・保守 

システム障害が発生した際のサポート体制は十分か 

システムの保守・点検・更新作業は適切か 

情報セキュリティ セキュリティ対策は適切か 

教育研修 利用する職員への操作方法研修計画は十分か 

追加機能等の提案 
業務説明書の記載事項以外に、事業運営に有用な追加
機能や提案があるか 

資料調整能力 企画提案書及び添付資料は分かりやすいか 

費用対効果 見積価格は妥当であるか 

プレゼンテーション・ヒアリング 説明や受け答えの的確性、説得力があるか 

総合評価 審査全体を通した総合評価 

 

（２）審査方法 

① 第一次審査（書類審査） 

提出された企画提案書等に対し、選定会議で第一次審査を実施します。なお、第

二次審査の対象となる参加事業者（第一次審査配点合計の６割以上を取得した事業

者のうち上位３事業者程度を想定）を選定し、その結果について通知します。 

  ② 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング審査） 

選定会議が二次審査を実施し、契約を締結する受託者候補者（第一次審査、第二

次審査の合計点の６割以上を取得した最上位の事業者）を選定します。 

（３）受託者候補者選定結果通知 

令和７年７月下旬に通知します。 

※ 非選定の通知を受けた事業者は、非選定理由について説明を求めることができま

す。 

※ ７月下旬以降に、区公式ホームページ上で公開します。 

 

９ 応募事業者の失格 

参加資格の確認を受けた応募事業者が、資格確認後に、次のいずれかに該当するとき

は失格とします。その場合、すでに提出されている企画提案書等は返却しません。 

（１）提出書類に虚偽の記載があった場合 

（２）参加資格を満たさなくなった場合 
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（３）審査の公正性・公平性を害する行為があった場合 

特に、応募事業者（応募予定者の関係者を含む）が、選定会議の設置から選定の

通知が来るまでの間、選定会議の構成員及びこの募集に関係する区職員（以下「構

成員等」とします。）に対し、金銭・物品を贈与すること、接待すること等、目的が

自己を有利にする又は他者を不利にすることを目的とした接触を禁止します。接触

の事実が認められた場合は、失格となります。ただし、以下のような場合は含まれ

ません。 

・実施要領に基づき区が実施する説明会・現地見学会等への参加 

・実施要領に基づく区への質問及び書類の提出等 

・現に区と契約等を締結している委託業務及び指定管理業務等の履行に必要な行為 

・自らが構成員の一員となる団体（区との契約の相手方である等の利害関係がない

ものに限る。）と区が行う事業推進に関する意見交換会等の出席（当該団体が応

募関係者である事業者等の利益のためにする行為を行う場合を除く。） 

・区が主催する審議会、意見交換会等への出席 

（４）企画提案書等の提出期限が守られなかった場合 

（５）前各号に定めるもののほか、提案にあたり著しく信義に反する行為があったと認め

られる場合 

 

10 選定結果の公表 

受託者候補者選定後、以下の項目を区公式ホームページで公表します。 

【公表項目】 

・件名 

・選定事業者名及び所在地 

・参加事業者名（応募者が２者の場合も含む。） 

・選定経過 

・選定理由 

・選定委員の職名等及び氏名 

・評価項目 

・評価点 

・所管課名 

・会議録 

・応募事業者全者の企画提案書概要版 

 

11 その他留意事項 

（１）本プロポーザルに参加する費用は、すべて参加事業者の負担とします。 

（２）提出書類は日本語を用いるものとし、やむを得ず外国語で掲載するものについては、

その日本語の訳文を付記または添付すること。また、通貨は日本円とします。 

（３）書類提出後の企画提案書等の修正または変更は一切認めません。 
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（４）提出された企画提案書等は返却しません。 

（５）企画提案書について情報公開請求があった場合、杉並区情報公開条例に基づき、提

出書類等を公開する場合があります。 

（６）選定会議で審査をした結果、一定の点数を満たす応募事業者がいなかった場合、受

託者候補者を選定しません。 

（７）契約締結に当たっては、区と受託者候補者との間で協議をし、業務に係る仕様を確

定させた上で契約を締結します。契約書は、原則として区指定の標準契約書を使用し

ます。 

（８）受託者候補者が区と契約を締結する場合、業務の全部又は主要な業務を一括して第

三者に委託することはできません。業務の一部を第三者に委託しようとするときは、

あらかじめ区の承諾を得ること。プロポーザルの公正性、透明性の観点から、原則と

してプロポーザルで競合した事業者は再委託先とすることができません。 

（９）参加事業者が本プロポーザルを途中で辞退する場合にあっては、速やかに、「12 担

当（問合せ先）」に連絡し、様式４「辞退届」を提出すること。 

（10）本プロポーザルにより選定された受託者候補者が、「９ 応募事業者の失格」に該当

することが判明した場合、又は契約締結交渉が不調となった場合若しくは辞退した場

合、次順位の参加事業者と契約締結交渉するものとします。令和８年度以降について

は、区が実施するモニタリング（履行評価）の結果等により、前年度の業務が適切に

履行されていると区が判断する場合に契約を締結します。 

なお、事業者が業務を継続することが適当でないと区が判断した場合、当該契約期

間をもって契約を終了します。 

 

12 担当（問合せ先） 

  杉並区環境部杉並清掃事務所管理係 

  所在地：杉並区成田東 5－15－20 

  連絡先：（電話）03-3392-7281 （FAX）03-3392-0940 

   月曜日から土曜日 午前８時 30分から午後５時まで（祝日含む） 

E-mail：seiso-j@city.suginami.lg.jp 
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